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（仮称）公立東濃中部医療センター薬局及び食堂整備・運営事業仕様書 

 

 

１ 事業概要  

（１）事業名称 

  （仮称）公立東濃中部医療センター薬局及び食堂整備・運営事業 

（２）事業概要 

   東濃中部病院事務組合（以下「組合」という。）が建設する（仮称）公立東濃中部医療セ

ンター（以下「新病院」という。）建物内の一部を受託者に貸し付け、受託者の負担によ

り、保険調剤薬局及び食堂店舗内装の設計・工事、什器・備品等の調達及び事業運営を行

う。 

（３）公募数 

  公募する事業者は１事業者とする。 

（４）実施場所 

 土岐市肥田町浅野字高根１０７８番２１の一部（仮称）公立東濃中部医療センター１階 

（５）貸付店舗 

  Ａ 保険調剤薬局（約１９５㎡） 

   Ｂ 食堂（約１８１㎡） 

（６）貸付期間 

   新病院の供用開始日 ～ 令和２８年３月３１日 

（７）貸付要件 

    貸付店舗すべての整備・運営を行うことができること。 

（８）貸付料 

ア 組合へ支払う貸付料は、提案額に基づき決定する。ただし、最低提案額は月額１１５万

円（税抜）とする。 

イ 支払方法は振込による月額払いとし、毎月組合が指定する日までに支払うこと。 

ウ 貸付料は、新病院開院月から支払いを開始する。ただし、始期が開院月の途中であると

きの貸付料は、日割計算とする。 

 

２ 新病院の概要 

名称 （仮称）公立東濃中部医療センター 

所在地 土岐市肥田町浅野字高根１０７８番２１の一部 

開院時期 令和８年２月（予定） 

病床数 ４００床 

想定職員数 約６６０人 

想定外来患者数 約７００人／日 

診療科目 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、神経内

科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、皮膚科、リウマチ・アレルギ

ー科、小児科、精神科、外科、血管外科、泌尿器科、脳神経外科、
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整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、リハビリテーション科、

放射線科、麻酔科、病理診断科、救急科、歯科口腔外科 

診療日、時間 月曜日 ～ 金曜日（年末年始、祝日除く） 

午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

建築物の概要 建築面積：８，４２５．５㎡ 

延床面積：３６，３６７．６８㎡ 

階  数：地上７階、ヘリポートあり 

構  造：鉄骨造（免震） 

附属建物：エネルギーセンター棟、リニアック棟、院内保育所棟 

建設期間（予定） 令和６年２月 ～ 令和７年１１月 

 

３ 共通仕様 

（１）受託者は内装の設計、工事及び什器・備品等の調達を行い、組合及び新病院本体の設計業

者、施工業者等と協議の上で実施すること。 

（２）内装の設計及び工事の範囲は、別紙３「平面図」に図示された箇所の新病院本体工事以外

の建築・電気・空調・衛生工事とすること。 

（３）各事業の運営に必要な人件費、光熱水費、その他事業運営に係る経費は、受託者の負担と

すること。 

（４）各事業により排出される廃棄物等は、受託者の責任・負担において処分すること。 

 

４ 保険調剤薬局の仕様 

（１）使用物件 

ア 物件位置  別紙３「平面図」Ａ 

イ 面積    約１９５㎡ 

（２）運営条件 

ア 新病院の診療の院外処方に応需できる調剤機能を有すること。 

イ かかりつけ薬局としての機能を有すること。 

ウ 営業日、営業時間は次のとおりとすること。 

診療日    午前８時３０分から午後６時３０分まで 

診療日以外  午前９時００分から午後６時００分まで 

（土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）） 

※ 営業時間の延長については提案により変更可能とする。 

エ 新病院の診療時間および診療科目に対応できることを基本とするほか、利用者からの処方

箋等に対する問合せに２４時間対応できること。 

 

 

５ 食堂に関する仕様 

（１）仕様物件 

ア 物件位置  別紙３「平面図」Ｂ 
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イ 面積    約１８１㎡ 

（２）運営条件 

ア 営業日及び営業時間（最低開店時間） 

診療日の午前９時００分から午後３時００分まで営業すること。ただし、営業時間の延長

及び営業日時の追加については、提案により可能とする。 

イ 提供メニュー 

定食（日替わり含む）、麺類、丼類、和食、洋食、中華、その他軽食、飲料等の複数メニュ

ーを基本として、企画提案に基づき、新病院の指定管理（予定）者と協議すること。 

ウ 提供禁止品目 

受託者は次の品目を提供してはならない。 

・アルコール飲料 

・社会通念上病院内で販売することが不適切とみなされるもの 

エ 価格 

企画提案に基づき、新病院の指定管理（予定）者と協議すること。 

 

６ その他 

  本事業における内装工事及び什器・備品等の搬入については、新病院建設の進捗を踏まえ、組

合及び新病院本体の設計業者、施工業者等と協議の上で実施すること。 

 

 


